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○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

（要介護認定の申請に係る援助） 
第八条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用

申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 
２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を

受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどう

かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やか

に当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 
３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助

を行わなければならない。 

 

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

三 運営に関する基準 

(三) 要介護認定等の申請に係る援助 

① 基準第八条第一項は、法第二七条第一項及び第三二条第一項に基づき、被保

険者が居宅介護支援事業者に要介護認定等の申請に関する手続きを代わって行

わせることができること等を踏まえ、被保険者から要介護認定等の申請の代行

を依頼された場合等においては、居宅介護支援事業者は必要な協力を行わなけ

ればならないものとしたものである。 

② 基準第二項は、要介護認定等の申請がなされていれば、要介護認定等の効力

が申請時に遡ることにより、指定居宅介護支援の利用に係る費用が保険給付の

対象となり得ることを踏まえ、指定居宅介護支援事業者は、利用申込者が要介

護認定等を受けていないことを確認した場合には、要介護認定等の申請が既に

行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者

の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならないこととしたものである。 

③ 基準第三項は、要介護認定等の有効期間が付されているものであることを踏

まえ、指定居宅介護支援事業者は、要介護認定等の有効期間を確認した上、要介

護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有

効期間が終了する一月前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならな

いこととしたものである。 

 

※指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設などの基準省令にも同様の規定がありま

す。 
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○介護保険法 

（要介護認定） 
第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところ

により、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場

合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一

項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護

保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定

する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることがで

きる。 

 

○介護保険法施行規則 

（要介護認定の申請等） 
第三十五条 第３項  

法第二十七条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域

密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設（以下「指定居宅介護支援事業者等」とい

う。）は、次に掲げる要件を満たすものとする。 
一 指定居宅介護支援等基準第八条に違反したことがないこと。 
二 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第六条に違反したこ

とがないこと。 
三 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第七条に違反

したことがないこと。 
四 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に違反したことがな

いこと。 
五 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に違反した

ことがないこと。 
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